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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月２３日 １２時１５分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市御床
み と こ

島北方沖 

 御床島灯台から真方位３４７°２,７００ｍ付近 

（概位 北緯３３°０２.０′ 東経１２９°３１.８′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 正輝
しょうき

丸、１９８トン 

   １２８５９６、有限会社松﨑海運 

   ５１.８９ｍ×１０.５０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、平成２年６月 

Ｂ 漁船 大鯛
おおたい

丸、４.３８トン 

   ＮＳ３－５０８３４３（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１９ｍ（Lr）×２.３１ｍ×０.７２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１２８.７１kＷ、昭和５２年５月 

第２９２－２０４０７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４８年５月１１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月２５日 

免状有効期間満了日 平成２８年５月１日 

機関士Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５８年１０月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月２９日 

免状有効期間満了日 平成２６年９月２８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年３月５日 

免許証交付日 平成２１年１１月４日 

（平成２７年４月１２日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首船底外板に擦過傷及び凹損 

Ｂ 右舷外板に破口及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、機関士Ａほか１人が乗り組み、西海市大島北方沖

の片島水道を南西進中、船橋当直中の機関士Ａが、同市小立
こ た て

島南方約

０.５海里に向ける真方位２４０°の針路に定め、約１２ノットの対

地速力で自動操舵とし、船橋中央の椅子に腰を掛け、長崎県新上五島

町神之浦
こうのうら

に向けて航行を続けた。 

機関士Ａは、神之浦東方の相
あい

ノ島南方沖を西進中、海上保安庁から

本事故の連絡を受けて御床島北方沖に引き返し、同庁の調査の結果、

１２時１５分ごろ、Ａ船が、御床島北方沖を南西進中、漂泊中のＢ船

と衝突したことが明らかになった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者を乗せ、御床島北方沖で

パラシュート型シーアンカーを投入して船首を北西方に向け、機関を

停止し、漂泊して釣り中、船長Ｂが、右舷船尾甲板で釣りを行ってい

たところ、片島南東方沖をＢ船に向けて航行するＡ船を視認したが、

まだ距離もあり、釣果が良かったことから、釣りを続けた。 

 同乗者は、左舷船首甲板で釣りを行っていたが、太陽光の海面反射

で釣りを行いにくくなったことから、右舷船首甲板へ移動したとき、

Ａ船がＢ船に向けて至近に接近していることを視認し、危険を感じて

船長Ｂに知らせ、Ａ船に向かって手を振って大声で叫んだ。 

 船長Ｂは、操舵室に移動して機関を始動したが、Ａ船の船首部がＢ

船の右舷中央部に衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船が走り去った後、同乗者がいないことに気付き、携

帯電話で海上保安庁へ通報後、海上に浮かび上がった同乗者を発見し

てＢ船に引き揚げた。 

Ｂ船は、通報を受けて来援した巡視船で長崎県佐世保港までえい
．．

航

された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、一等航海士兼船長代行で雇入れされ、本事故当時、船長

が休暇で下船していたため、船長代行職をとり、航海当直を船長Ａ及

び機関士Ａで行っていた。 

 Ａ船は、船首にクレーンを設備しており、クレーンハウス及びフレ

ームにより、船首死角（視界が制限される状態）を生じていた。 

機関士Ａは、Ａ船での乗船経験が約１年であり、月に１０～１５日

の頻度で航海当直を行っており、本事故発生場所付近の操船には慣れ

ていた。 

機関士Ａは、日頃から航海当直を行う際、船橋内を左右に移動して

船首死角を補う見張りを行っていたが、本事故当時は、小立島南方沖
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に向ける針路に定針後、船橋中央の椅子に腰を掛け、疲れていた目を

時々閉じて休めるなどして見張りを行っていた。 

機関士Ａは、半年ほど前から始めたパズルゲームを休息時間の度に

行い、本事故当時も、出港から当直交替前まで行っており、目に疲れ

を感じていた。 

Ａ船のレーダーは、本事故当時、スタンバイ状態で表示されていな

かった。 

機関士Ａは、Ａ船のレーダー操作に不慣れであったため、自ら積極

的に作動させることはなく、作動していないときは、目視のみで見張

りを行っていた。 

船長Ｂは、釣果が良かったことから、釣りに夢中になり、周囲の見

張りを行っていなかった。 

船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、御床島北方沖を南西進中、機関士Ａが、クレーンハウス及

びフレームによって船首死角が生じていたものの、船橋中央の椅子に

腰を掛け、船首死角が生じた状態で航行していたことから、Ｂ船に気

付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 同乗者は、Ａ船がＢ船に向けて接近していることを視認したことか

ら、Ｂ船がＡ船の船首死角に入っていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、御床島北方沖で漂泊して釣り中、船長Ｂが、釣果が良かっ

たことから、釣りに意識を集中し、周囲の見張りを行っていなかった

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、御床島北方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊し

て釣り中、機関士Ａが船橋中央の椅子に腰を掛け、船首死角が生じた

状態で航行し、また、船長Ｂが周囲の見張りを行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首死角がある場合、死角を補う適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中に接近する他船を確認した場合、その動向に注意し、早め

に機関を始動して回避できるようにしておくこと。 

 


